
秋田県内部統制に関する方針

地方自治法第１５０条第１項の規定に基づき、法令に適合した適正な事務の管理及び

執行を確保するため、次のとおり内部統制に関する方針を定めます。

１ 目的

次に掲げる目的の達成のため、内部統制に取り組みます。

（１）業務の効率的かつ効果的な遂行

組織及び運営の合理化に継続的に取り組み、効率的かつ効果的な業務の遂行を確

保します。

（２）財務報告等の信頼性の確保

予算、決算等の財務報告その他の報告に影響を及ぼす情報を適切に管理し、報告

に対する信頼性を確保します。

（３）業務に関わる法令等の遵守の徹底

法令その他の規範の遵守を徹底することにより、業務の適正な遂行を確保し、県

政への信認を高めます。

（４）資産の保全

県が保有する資産、情報等について、取得、使用、処分等の手続を適切に実施し、

その保全を図ります。

２ 対象事務

内部統制の対象とする事務は、財務に関する事務とします。

３ 取組体制等

（１）取組内容

組織として一定の業務水準を確保しつつ、適正な業務遂行がなされるよう、全職

員が、対象事務について、内在するリスクを分析・評価し、リスク発生を抑制する

手順を実施します。

（２）取組・評価体制

内部統制推進部局としての役割を担う内部統制推進幹事会を設置し、全庁的な取

組の推進を図るとともに、内部統制評価部局を設置し、内部統制体制の整備・運用

の状況について、独立的な観点から評価します。

（３）取組内容の継続的な改善

評価を通じて明らかとなったリスク管理手順の不備や監査委員からの指摘等を踏

まえ、リスク対応策への反映等を行い、継続的に取組の改善を進めます。

令和３年４月１日

秋田県知事 佐 竹 敬 久


